
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

か
ら
の
お
知
ら
せ

⚫
新
し
い
資
格
確
認
書
の
送
付

　

７
月
中
に
新
し
い
「
資
格
確
認
書
」

ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を

送
付
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
も
の
を

医
療
機
関
等
へ
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
70
歳
未
満
の
方
に
は
、
新
し

い
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
す
で
に
交
付
さ
れ
た
も
の
を

引
き
続
き
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

⚫
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
ら
届
出
を
！

　

就
職
や
転
出
な
ど
で
健
康
保
険
が
変

わ
る
場
合
は
、
国
保
の
喪
失
手
続
き
が

必
要
で
す
。
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、

二
重
に
保
険
料
（
税
）
が
か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
主
の
変
更
や
住
所
変
更

の
際
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。
国
保
に

加
入
す
る
世
帯
全
員
の
資
格
確
認
書
等

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

マ
ル
福
の
お
知
ら
せ

　

マ
ル
福
（
福
祉
医
療
制
度
）
と
は
、

心
身
の
健
康
の
保
持
と
生
活
の
安
定
を

図
る
た
め
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。

⚫
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

対
象
者
に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
８
月
１
日

以
降
は
、
新
し
い
受
給
者
証
を
ご
提
示

く
だ
さ
い
。

⚫
新
規
申
請

　

は
じ
め
て
受
給
の
対
象
と
な
る
方
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
必
要
な
も
の
】

・�

資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
い
ず
れ
か

・
障
が
い
者
手
帳
な
ど

⚫
各
種
届
出

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
忘
れ
ず
に
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

・
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き

・
住
所
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き

⚫�

学
校
管
理
下
で
の
ケ
ガ
に
は
、
マ
ル

福
を
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い

　

学
校
管
理
下（
ス
ポ
少
活
動
を
除
く
）

で
の
ケ
ガ
や
病
気
で
医
療
費
が
５
千
円

以
上
の
場
合
は
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興

セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済
給
付
制
度
を
ご

利
用
い
た
だ
き
ま
す
。

　

病
院
に
か
か
る
際
は
「
学
校
管
理
下

で
の
ケ
ガ
・
病
気
で
す
」
と
お
伝
え
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

⃝適用範囲
年　齢　・　要　件 所得制限

子ども
　０歳から18歳に達した最初の３月31日までの児童 なし

ひとり親家庭
　母子・父子家庭の児童、父母のいない児童

（18歳に達した最初の３月31日まで）
あり

高齢身体障がい者
　65歳以上で身体障がい者手帳４～６級の所持者 あり

重度心身障がい（児）者
　身体障がい者手帳１～３級の所持者、療育手帳Ａの所持者
　精神障がい者手帳１級と自立支援医療受給者証の所持者

なし
�社会保険本人の
 場合のみあり（ ）

納
期
限
の
お
知
ら
せ

◎
国
民
健
康
保
険
税
（
１
期
）

◎
固
定
資
産
税
（
２
期
）

　
７
月
31
日（
金
）が

納
期
限
で
す

　
役
場
各
納
付
窓
口
、
地
方
税
統

一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
の
金
融
機

関
、
Ｊ
Ａ
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ

の
ほ
か
、
ス
マ
ホ
決
済
が
ご
利
用

で
き
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
に
は
、
口
座

振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

コニシ登記測量事務所
〒016‐0862 秋田県能代市寿域長根48番地181　電話 0185-74-9027  FAX 0185-74-9029

土地家屋調査士境界杭は近隣との「和」の証境界杭は近隣との「和」の証

俺の姿を見てくれ
誰も俺の存在には気づかないが
今日も俺はじっと頑張っている。そう、俺は「境界」。
行き交う人々の姿を見ながら、人様の権利をしっかりと見守る
暑かろうが寒かろうが、与えられたポジションから
「絶対に離れない」こと。「決して動かない」こと。
それが俺の使命。

広告

後藤工 務店 秋 田 県 知 事 許 可
（般－７）第80204号

＊小さな家から大きな家まで造ります＊

秋田県山本郡三種町森岳字森谷地136－1
TEL 0185－83－3033　FAX 0185－83－3045

一般建築（設計・施工）新築・リフォーム・修理

代表　後 藤 正 春

夏涼しく　冬暖か安心できる地元の工務店
広告

令和８年７月 12


